
改正後 現行奈良県乳がん検診実施要領（略）８．精度管理の一般的事項（１）検診実施機関については、国の「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」の「事業評価のためのチェックリスト【検診実施機関用】」を満たしていることを基本とする。（略）１０．個人情報の保護この検診により業務を担当したすべての関係者は、「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）」等の関係法令及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平成２９年４月１４日通知、令和６年１２月２日最終改正）等に留意し、検査結果の取扱い等の秘密保持に努めなければならない。（附則）この要領は平成５年６月より施行する。（附則）この要領は平成１０年４月１日より施行する。（附則）この要領は平成１４年４月１日より施行する。（附則）この要領は平成１６年４月１日より施行する。（附則）この要領は平成１７年４月１日より施行する。（附則）この要領は平成１８年４月１日より施行する。（附則）この要領は平成１９年４月１日より施行する。（附則）この要領は平成２０年４月１日より施行する。（附則）この要領は平成２２年４月１日より施行する。（附則）この要領は平成２３年４月１日より施行する。

奈良県乳がん検診実施要領（略）８．精度管理の一般的事項（１）検診実施機関については、国の「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」（がん検診事業の評価に関する委員会報告書（平成２０年３月）。以下「報告書」という。）の「事業評価のためのチェックリスト【検診実施機関用】」を満たしていることを基本とする。（略）１０．個人情報の保護この検診により業務を担当したすべての関係者は、「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）」、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）」等の関係法令及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」（平成２９年４月１４日付け個情第５３４号・医政発０４１４第６号・薬生発０４１４第１号・老発０４１４第１号個人情報保護委員会事務局長、厚生労働省医政局長、厚生労働省医薬・生活衛生局長、厚生労働省老健局長通知）等に留意し、検査結果の取扱い等の秘密保持に努めなければならない。（附則）この要領は平成５年６月より施行する。（附則）この改正後の要領は、平成１０年４月１日より施行する。（附則）この改正後の要領は、平成１４年４月１日より施行する。（附則）この改正後の要領は、平成１６年４月１日より施行する。（附則）この改正後の要領は、平成１７年４月１日より施行する。（附則）この改正後の要領は、平成１８年４月１日より施行する。（附則）この改正後の要領は、平成１９年４月１日より施行する。（附則）この改正後の要領は、平成２０年４月１日より施行する。（附則）この改正後の要領は、平成２２年４月１日より施行する。（附則）この改正後の要領は、平成２３年４月１日より施行する。



改正後 現行（附則）この要領は平成２４年４月１日より施行する。（附則）この要領は平成２８年４月１日より施行する。（附則）この要領は平成３０年４月１日より施行する。（附則）この要領は平成３１年４月１日より施行する。（附則）この要領は令和３年１２月１０日より施行する。（附則）この要領は令和４年４月１日より施行する。（附則）この要領は令和７年４月１日より施行する。

（附則）この改正後の要領は、平成２４年４月１日より施行する。（附則）この改正後の要領は、平成２８年４月１日より施行する。（附則）この改正後の要領は、平成３０年４月１日より施行する。（附則）この改正後の要領は、平成３１年４月１日より施行する。（附則）この改正後の要領は、令和３年１２月１０日より施行する。（附則）この改正後の要領は、令和４年４月１日より施行する。



改正後 現行様式７ 様式７


